
西尾市飲料水供給施設の維持管理要領 

 

第１ 目的 

  この要領は、水道法の適用を受けない給水施設の整備促進及び適正な維持管理

を行うことにより衛生的に安全な飲料水を供給することを目的とする。 

第２ 適用の範囲 

  この要領の適用となる施設は、一般の需用に応じて水道により飲料水を供給す

る施設であって、給水人口が１００人以下の給水施設とする。 

第３ 施設の整備 

(1) 取水施設、浄水施設、配水施設等 

   取水施設、浄水施設、配水施設等が不完全と思われる施設については、水道

施設基準（水道施設の技術的基準を定める省令）に準じて整備すること。 

 (2) 消毒設備 

   消毒設備は衛生管理上最も重要であり、必ず設置するとともに平常よりその

整備点検に努めること。 

 (3) 柵
さく

及び施錠 

   施設内に関係者以外の者又は動物が侵入できないよう柵
さく

をし、施錠すること。 

第４ 維持管理 

(1) 汚染防止 

   施設における汚染防止については、配水管の漏水の有無、汚染のおそれのあ

る器具との連結などに注意し、特に水源における汚染防止については、次の点

に注意すること。 

  ア 河川表流水源及び貯水水源では、し尿、下水、農薬及び工場排水などの流

入に注意し、これらに対し万全の措置を講ずること。 

  イ 地下水源にあっては、その周辺における地表面の直接汚染源について注意

するとともに、汚水の地下浸入についても考慮すること。 

   

(2) 塩素消毒 

   水道による感染症発生の原因は、そのほとんどが塩素消毒の不備・不徹底で

あることから、消毒が中断しないよう常に消毒設備を整備し、給水栓水の遊離

残留塩素濃度を常に 0.1mg/L 以上（結合残留塩素濃度 0.4mg/L 以上）に保持す

ること。 

(3) クリプトスポリジウム対策 

   水道水中のクリプトスポリジウム等に関する対策の実施については、水道に

おけるクリプトスポリジウム等対策指針（平成１９年３月３０日付け健水発第

０３３０００５号厚生労働省健康局水道課長通知）に従うほか「愛知県内の水

道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針」に準じて実施すること。 

(4) 水質検査 



   水質検査は、水道法第 20 条の規定に準じて、定期及び臨時の水質検査を実施

すること。 

なお、水質検査計画についても水道法施行規則の規定に準じて策定すること。 

また、日常検査（色及び濁り）から別紙により水質管理を行うこと。 

 (5) 健康診断 

   施設管理業務従事者は、水道法第 21 条の規定に準じて、定期及び臨時の健康

診断を実施すること。 

(6) 消毒剤の貯蔵 

   塩素剤は少なくとも 10 日分以上の量を確保し、乾燥した冷暗所に貯蔵するこ

と。 

(7) 管理責任者の設置 

   施設の適正な管理を行うため、管理責任者をおくこと。 

第５ その他 

 (1) 給水施設の使用開始前に、水質検査を実施し、水道法第４条に規定する水質

基準に適合していることを確認すること。 

 (2) 水質汚染事故が発生した場合は、速やかに市環境保全課に連絡すること。 

   なお、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直

ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に

周知すること。 

 

 

附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 



（別紙） 

日常検査の結果と措置等 
――― こんな時は、どうするの？ ――― 

 

検査結果 原 因 及 び 対 応 等 

色 

赤水が出て、

タオル等が着

色する。 

 

 

（赤褐色～ 

黒褐色） 

鉄さびの流出 

・老朽化した鉄管が原因となります。 

・濃度が 0.3mg/L 以上になると水に色が着き始めます。 

（対応） 

・配管の使用材質を確認します。 

・水質検査を行います。 

・常に赤水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 

鉄細菌の繁殖 

・鉄細菌の配管内での増殖が原因となります。 

（対応） 

・塩素消毒を強化（遊離残留塩素濃度：0.5mg/L 以上）する必要があり

ます。 

マンガンの流出 

・水に含まれているマンガンが遊離残留塩素で二酸化マンガンまで十分

に酸化されないことが原因となります。 

・濃度が 0.05mg/L 以下の微量であっても原因となることがあります。 

（対応） 

・遊離残留塩素濃度を確認し、塩素消毒を強化します。 

・必要に応じ水質検査を行います。 

青 水 

銅の溶出 

・濃度が 100mg/L ぐらいとなると水に色が確認できます。 

・給湯施設には、銅管が使用されているが、実際には、このような濃度

の銅の溶出は、あまり考えられません。 

（対応） 

・洗面器具やタオルの変色（青色）を確認します。 

・変色が認められる場合は、必要に応じて水質検査を行います。 

光の散乱 

・象牙色（アイボリー）の水槽に水を入れると光の散乱により青色に見

えることがあります。 

（対応） 

・受水容器及び観察場所を換え確認します。  

黒 水 

マンガンの流出 

・配管内に付着したマンガンが水流の急激な変化によりはく離したこと

が考えられます。 

（対応） 

 ・水質検査を行います。 

白 水 

亜鉛の溶出 

・使用されている配管の材質（亜鉛めっき鋼管）の溶出が考えられます。 

（対応） 

・配管材質を確認します。 

・亜鉛仕様の配管が使用されている場合は、水質検査を行います。 

・常に白水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 



濁 

 

 

り 

白 濁 

微細な気泡の発生 

・給水管に吸い込まれた空気又は水道水に溶け込んだ空気が微細な気泡

となることがあります。 

（対応） 

・水道水を透明な容器に入れ、しばらく放置して、下の方から透明に

なって白い濁りがなくなることを確認します。 

青（緑）濁 

緑藻類の発生 

・受水槽等内での緑藻類の繁殖が考えられます。 

（対応） 

・受水槽等内の点検を行います。 

・受水槽に原因がある場合は、清掃を行います。 

異 

 

 

 

 

物 

蒸発後の 

白色残留物 

ミネラル分の残留 

・蒸発等が繰り返される容器の底部等に、水に含まれているカルシウム

やマグネシウムなどが乾固して、白い付着物となります。 

（対応） 

・クエン酸で除去することができます。 

洗面所等の 

淡紅色 

色素産生微生物の増殖 

・空気中の浮遊細菌の中には、洗面台、容器等で増殖し、ピンクに着色

するものがあります。 

（対応） 

 ・給水栓水の残留塩素濃度を確認します。 

  脱塩素の浄水器を使用することによって、この現象を助長すること

があります。 

 ・水回りの清掃を行います。 

昆虫又は幼虫 

設備の不備 

・受水槽の不備により混入することがあります。 

（対応） 

・受水槽の防虫網又はオーバーフロー管の適切な設置等について点検

を行います。 

・不備は直ぐに改善します。 

味 

収れん味（思

わず口をすぼ

めたくなる苦

味） 

亜鉛の溶出 

・使用されている配管の材質（亜鉛めっき鋼管）の溶出が考えられます。 

・濃度が５mg/L 以上になると収れん味を感じることがあります。 

（対応） 

・配管材質を確認します。 

・亜鉛仕様の配管が使用されている場合は、水質検査を行います。 

・常に白水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 

金気味 

金属類の溶出 

・使用されている配管の材質（鉄、銅など）の金属の溶出が原因となり

ます。 

（対応） 

・配管材質を確認します。 

・原因が考えられる金属の水質検査を行います。 

臭 

 

い 

金気臭 

鉄分の溶出 

・使用されている配管の材質（鉄）の溶出が原因となります。 

・濃度が 0.5mg/L 以上になると臭いを感じることがあります。 

（対応） 

・配管材質を確認します。 

・原因と考えられる金属の水質検査を行います。 

そ

の

他 

泡立ち 

汚水等の混入 

・工場排水、生活排水等の混入に由来することがあります。 

（対応） 

・受水槽等の亀裂の点検を行います。 

・改修工事などを行った場合は、配管の誤接合の点検を行います。 

 
 



参考 
水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号） 

最終改正：令和２年厚生労働省令第 38 号 

  項目名 基準値 備考 
1 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が 100 以下 

病原微生物 
2 大腸菌 検出されないこと 
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L 以下 

無 機 物 質 ・
金属類 

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下 
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L 以下 
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L 以下 
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下 
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L 以下 
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L 以下 
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L 以下 
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下 
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下 
14 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

有機物質 

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 
トランス-1,2-ジクロロエチレン 

0.04mg/L 以下 

17 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 
20 ベンゼン 0.01mg/L 以下 
21 塩素酸 0.6mg/L 以下 

消毒剤・ 
消毒副生成物 

22 クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 
23 クロロホルム 0.06mg/L 以下 
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 

26 臭素酸 0.01mg/L 以下 

27 
総トリハロメタン（23、25、29 及び 30 のそれ
ぞれの濃度の総和） 

0.1mg/L 以下 

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 
30 ブロモホルム 0.09mg/L 以下 
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下 

色 
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下 

34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下 
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L 以下 
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下 味 
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下 色 

38 塩化物イオン 200mg/L 以下 

味 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下 

40 蒸発残留物 500mg/L 以下 

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 発泡 

42 
(4S、4aS、8aR) -オクタヒドロ-4、8a-ジメチルナフタレ
ン-4a(2H) -オール(別名ジェオスミン) 

0.00001mg/L 以下 
臭い 

43 
1、2、7、7-テトラメチルビシクロ[2、1、1]ヘプタン-2-オール(別
名 2-メチルイソボルネオール) 

0.00001mg/L 以下 

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 発泡 

45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下 臭い 

46 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) 3mg/L 以下 味 

47 pH 値 5.8 以上 8.6 以下 

基礎的性状 

48 味 異常でないこと 

49 臭気 異常でないこと 

50 色度 5 度以下 

51 濁度 2 度以下 

 

 


